
蒲郡市住生活基本計画の概要 
 

■計画策定の経緯と目的 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■計画位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■計画期間 
 住生活基本計画は、令和３年度～令和１３年度の概ね１０年間を計画期間とし、計

画内容は、５年を目安として社会経済情勢等の変化に応じ、適宜必要な見直しを行う

ものとします。 

〇平成 22年 3月に策定した「蒲郡市住宅マスタープラン（蒲郡市住生活基本計画）」 

 は、令和２年度に計画期間満了となるため、国、愛知県の計画や住生活を取り巻く 

環境の変化に対応するため、令和元年度、令和２年度の２ヵ年をかけて、本計画の 

見直しを行います。 

〇蒲郡市住生活基本計画は、市民の住生活の安定の確保および良好な住環境の形成を

推進するための基本的な計画として策定します。 

〇本計画の見直しにあたっては、本市の人口・世帯数や住宅ストック等の現状を最新 

のデータより把握し、住まい・まちづくりの課題整理や住宅施策の検証を進める 

こととします。 

 

愛知県住生活基本計画 2025 

（平成 29年 3月） 

蒲郡市総合計画 

（上位計画） 

蒲郡市住生活基本計画 

 蒲郡市営住宅長寿命化計画 

 蒲郡市空家等対策計画 

 蒲郡市耐震改修促進計画 

＜都市計画・景観＞ 

 蒲郡市都市計画マスタープラン 

 蒲郡市立地適正化計画 

 蒲郡市景観計画  
＜福祉＞ 

 第２期蒲郡市地域福祉計画 

 蒲郡市第８期高齢者福祉計画 

 蒲郡市子ども・子育て支援事業計画 
＜防災＞ 

 蒲郡市地域防災計画 

        等 

住生活基本計画（全国計画） 

（平成 28年 3月） 

関連計画（個別計画） 



■計画見直しの背景 
 ◎「蒲郡市住生活基本計画」策定の背景 
 

国 
○住生活基本計画（全国計画）策定（平成 18年 9月） 

○ソフト面の充実による住生活の向上、住宅ストックの管理・再生、既存

住宅流通等の整備の推進などの視点を加えて改定（平成 23年 3月） 

 

 

愛知県 

○住生活基本法に基づいた愛知県住生活基本計画として「あいち住まい・

まちづくりマスタープラン 2015」を策定（平成 1９年２月） 

○住生活基本計画（全国計画）の改定にあわせて計画の見直しを行い、

「愛知県住生活基本計画 2020」を策定（平成 2４年３月） 

 

 

蒲郡市 

○現行計画「蒲郡市住宅マスタープラン」（蒲郡市住生活基本計画）
を策定（平成 22年３月） 

○現行計画の見直し（平成 28年３月） 

国、愛知県の上位計画及び住宅ストックの現状について更新するととも

に、施策の進捗状況について整理 

 

 

◎住生活を取り巻く環境の変化 
 
○全国的人口減少や超高齢社会の進展が本格化し、住宅のニーズの変化、多様化が進展 

○熊本地震（平成 28年４月）や北海道胆振東部地震（平成 30年 9月）等の大地震が

大きな被害をもたらし、この地方でも南海トラフ地震などの大規模自然災害への対応

が一層大きな課題として認識されてきた 

〇「空家等対策の推進に関する特別措置法」（平成 27年 2月）が施行され、適切な管理が

行われていない空家等への対策が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

国の対応 

○住生活基本計画（全国計画）を改定（平成 28年 3月） 

３つの視点（①居住者、②住宅ストック、③産業・地域）

から総合的かつ計画的に施策を推進 

 

愛知県の対応 

 

○「愛知県住生活基本計画 2025」を策定（平成 29 年

３月）住まい・まちづくりにおける状況の変化に対応 

 

  

住生活を取り巻く環境の変化、国、愛知県の住生活基本計画の策定を受け、

令和２年度に計画期間満了を迎える「蒲郡市住生活基本計画」を令和元年度、

令和２年度の２ヵ年をかけて見直すこととします。 

 

蒲郡市住生活基本計画の見直し 
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